
技能実習制度運用要領の一部改正について 

 

平成 29年６月１日 

 

 

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28年法律第 89号）に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた

技能実習制度運用要領については平成 29年４月７日に公表したところですが、他制度の改正を踏まえるとともに、文言の適正化等の観点から、今般、下記

のとおり必要な改正を行いましたので、公表いたします。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し番号 
該当ページ 

（改正版要領） 
改正箇所 現行 改正 

１ Ｐ１２ ⑤技能実習計画の

認定申請 

※ 在留期間の満了日までに第２号技能実習の

計画認定を受けることができた場合であって、

かつ、在留期間の満了日までに「技能実習２

号」への在留資格変更許可申請を行うことがで

きた場合にあっては、特例措置により申請の許

否が判明するまで一定期間日本に滞在するこ

とは認められますが、第１号技能実習計画は

既に終了していることから、技能実習生として

技能実習に従事をすることはできない点に注意

が必要です。 

※ 在留期間の満了日までに第２号技能実習の

計画認定を受けることができた場合であって、

かつ、在留期間の満了日までに「技能実習２

号」への在留資格変更許可申請を行うことがで

きた場合にあっては、特例措置により申請の許

否が判明するまで一定期間日本に滞在するこ

とは認められますが、第１号技能実習計画は

既に終了していることから、技能実習生として

技能実習に従事することはできない点に注意

が必要です。 



２ Ｐ１５ ⑤技能実習計画の

認定申請 

認定申請は、技能実習開始予定日の６か月前

から可能です。また、原則として、開始予定日の３

か月前まで（第２号技能実習の修了後、１か月以

上の帰国期間の後、速やかに第３号技能実習を

開始する場合は、第２号技能実習を修了する予

定の３か月前まで）に申請を行うことが必要です。 

（中略） 

※ 在留期間の満了日の３か月前を過ぎてから

の申請については、第２号技能実習が終了

後、１か月以上の帰国の後、速やかに「技能実

習３号」への在留資格変更許可を受けることが

困難となる可能性があります。 

認定申請は、技能実習開始予定日の６か月前

から可能です。また、原則として、開始予定日の４

か月前まで（第２号技能実習の修了後、１か月以

上の帰国期間の後、速やかに第３号技能実習を

開始する場合は、第２号技能実習を修了する予

定の３か月前まで）に申請を行うことが必要です。 

（中略） 

※ 在留期間の満了日の３か月前を過ぎてから

の申請については、第２号技能実習が修了

後、１か月以上の帰国の後、速やかに「技能実

習３号」への在留資格変更許可を受けることが

困難となる可能性があります。 

３ Ｐ１７ ①許可申請 ① 許可申請 

（略） 

技能実習生と実習実施者との間の雇用契

約の成立のあっせんを含む実習監理を行う予

定の３か月前までに申請を行うことが推奨され

ます。 

① 許可申請 

（略） 

技能実習生と実習実施者との間の雇用関

係の成立のあっせんを含む実習監理を行う予

定の３か月前までに申請を行うことが推奨され

ます。 

４ Ｐ３７ 第１ 技能実習計

画の認定 

※ 申請書のほか、各様式の用紙の右肩に記載

されたアルファベットについては、技能実習の区

分により、以下のとおり分類しているものです。 

※ 申請書のほか、各様式の用紙の左肩に記載

されたアルファベットについては、技能実習の区

分により、以下のとおり分類しているものです。 

５ Ｐ５４ 【確認対象の書類】 ・規則第 10条第２項第３号チの立証に関し必要

な書類 

・再度同じ段階の技能実習を行う理由書（様式自

由）及び規則第 10条第２項第３号チの立証に関

し必要な書類 

６ Ｐ５９ 【確認対象の書類】 ・技能実習計画の認定に関する取次送出機関の

誓約書（参考様式第１-10号） 

・技能実習計画の認定に関する取次送出機関の

誓約書（参考様式第１-10号） 

＊団体監理型技能実習の場合 



７ Ｐ６７ 第６ 修得等をした

技能等の評価に関

するもの 

○ 技能実習生が修得等をした技能等の評価

は、技能実習生の技能検定等の受検（移行対

象職種・作業に係るものである場合）又は技能

実習指導員による技能実習計画の目標が達

成されているかどうかの確認（移行対象職種・

作業に係るものでない第１号技能実習の場

合）によって行います。 

○ 技能実習生が修得等をした技能等の評価

は、技能実習生の技能検定等の受検（移行対

象職種・作業に係るもので技能検定等の合格

に係る目標を定めている場合）又は技能実習指

導員による技能実習計画の目標が達成されて

いるかどうかの確認（移行対象職種・作業に係

るものでない第１号技能実習の場合等）によっ

て行います。 

８ Ｐ９１ 第１１ 優良な実習

実施者に関する者 

表中②技能実習を

行わせる体制 

Ⅰ 過去３年以内の技能実習指導員の講習受講

歴 

Ⅱ 過去３年以内の生活指導員の講習受講歴 

Ⅰ 直近過去３年以内の技能実習指導員の講習

受講歴 

Ⅱ 直近過去３年以内の生活指導員の講習受講

歴 

９ Ｐ９５ （２）技能実習を行

わせる体制に関す

るもの 

○ なお、講習の整備から１年後以降において評

価項目とするものであり、そのため、当面はこれ

を除く項目で評価を行うことになります。 

（追記） 

○ なお、講習の整備から１年後以降において、

評価項目とするものでありそのため、当面はこ

れを除く項目で評価を行うことになります。 

 また、「直近過去３年以内」とは、申請時を起

点として遡った３年間における講習の受講実績

を指します。直近３技能実習事業年度の受講

実績ではありません。 

１０ Ｐ１２２ ４ 技能実習の内

容 

（特記事項欄 

【全く別の技能実習

への変更】の項） 

・ 認定を受けた技能実習計画に記載された職

種・作業の技能実習を中止して、全く別の職種・

作業の技能実習を行おうとする場合にあって

は、変更認定の対象とならず、新規の技能実習

計画の認定が必要。 

・ 通常想定されているものではないが、認定を受

けた技能実習計画に記載された職種・作業の

技能実習を中止して、全く別の職種・作業の技

能実習を行おうとする場合にあっては、変更認

定の対象とならず、新規の技能実習計画の認

定が必要。 

１１ Ｐ１４６ 【留意事項】 報告事項とされている行方不明者率が２０％

以上又は３人以上の実習実施者については、管

轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対

報告事項とされている行方不明者率が２０％

以上かつ３人以上の実習実施者については、管

轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対



し、行方不明者の多発を防止するための実効性

のある対策を講じていることについて、理由書（様

式自由）を提出することが必要となります。 

し、行方不明者の多発を防止するための実効性

のある対策を講じていることについて、理由書（様

式自由）を提出することが必要となります。 

１２ Ｐ１５９ 【確認対象の書類】 

 

・ （略） 

・ 監理団体の業務に係る規程の写し 

・ （略） 

・ （略） 

・ 監理団体の業務の運営に関する規程の写し 

・ （略） 

１３ Ｐ１７２ （１３）監理団体の業

務の運営に係る規

程の掲示に関する

もの 

○ 監理団体の業務の運営に係る規程には、技

能実習関係法令に反する事項が含まれていな

いことはもとより、監理団体が労働条件等の明

示、団体監理型実習実施者等及び団体監理

型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関

して適切に対処するための指針（平成２９年法

務大臣・厚生労働大臣告示第２号。以下「指

針」という。）に規定された事項が遵守されるこ

とが分かる内容であることが必要です。 

○ 監理団体の業務の運営に係る規程には、技

能実習関係法令に反する事項が含まれていな

いことはもとより、監理団体が労働条件等の明

示、団体監理型実習実施者等及び団体監理

型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関

して適切に対処するための指針（平成２９年法

務省・厚生労働省告示第２号。以下「指針」と

いう。）に規定された事項が遵守されることが分

かる内容であることが必要です。 

１４ 同上 【確認対象の書類】 ・ （略） 

・ 監理団体の業務の運営に係る規程の写し 

・ （略） 

・ 監理団体の業務の運営に関する規程の写し 

１５ Ｐ１７８ ＜外部役員を置く

方法＞ 

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその

現役又は過去５年以内の役職員 

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその

現役若しくは過去５年以内の役職員 

１６ Ｐ１７９ ＜外部監査の措置

を講じる方法＞ 

○ また、外部監査人は、その「外部」性を担保

する観点から、以下のような者であってはなら

ないこととされています。 

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はそ

の現役又は過去５年以内の役職員 

○ また、外部監査人は、その「外部」性を担保

する観点から、以下のような者であってはなら

ないこととされています。 

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はそ

の現役若しくは過去５年以内の役職員 

１７ Ｐ１８５ 第７ 優良な監理

団体に関するもの 

表中①団体監理型

Ⅲ 過去３年以内の監理責任者以外の監理団体

の職員（監査を担当する者に限る。）の講習受

講歴 

Ⅲ 直近過去３年以内の監理責任者以外の監理

団体の職員（監査を担当する者に限る。）の講

習受講歴 



技能実習の実施状

況の監査その他の

業務を行う体制 

１８ Ｐ１８８ （１）技能実習の実

施状況の監査その

他の業務を行う体

制に関するもの 

○（略） 

なお、講習の整備から１年後以降において評

価項目とするものであり、そのため、当面はこれ

を除く項目で評価を行うこととなります。 

（追記） 

○（略） 

なお、講習の整備から１年後以降において評

価項目とするものであり、そのため、当面はこれ

を除く項目で評価を行うこととなります。 

 また、「直近過去３年以内」とは、申請時を起

点として遡った３年間における講習の受講実績

を指します。直近３技能実習事業年度の受講

実績ではありません。 

１９ Ｐ１８９ １８行目 ④に関し全ての帰国後技能実習生に関して就職

先を把握しているうことまでが必要なわけではあり

ませんが、少なくとも全ての送出機関と連携して

就職先の把握の取組みを行っていることが求めら

れます。 

④に関し全ての帰国後技能実習生に関して就職

先を把握していることまでが必要なわけではありま

せんが、少なくとも全ての送出機関と連携して就

職先の把握の取組みを行っていることが求められ

ます。 

２０ ｐ１９４ 

 

（２）監理事業を行う

事業所に関するも

の 

○ 監理事業を行う事業所について、所在地、面

積、構造、設備等が、以下の要件を満たしてい

ることが、監理事業を適正に遂行する観点から

求められます。 

（略） 

② 事業所として適切であること 

・ 監理事業に使用し得る面積が、おおむね 20

㎡以上であること。 

・ 団体監理型実習実施者等、団体監理型技能

実習生等の個人的秘密を保持し得る構造であ

ること。 

○ 監理事業を行う事業所について、所在地、構

造、設備、面積等が、以下の要件を満たしてい

ることが、監理事業を適正に遂行する観点から

求められます。 

（略） 

② 事業所として適切であること 

・ プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実

施者等又は団体監理型技能実習生等に対応

することが可能であること。具体的には、個室の

設置、パーティション等での区分により、プライ

バシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等

又は団体監理型技能実習生等に対応すること



が可能である構造を有すること。 

ただし、上記の構造を有することに代えて、

以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この

要件を満たしているものと認めること。また、当

分の間、以下の(c)によることも認めること。 

(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他

の団体監理型実習実施者等又は団体監理

型技能実習生等と同室にならずに対面で技

能実習に関する職業紹介を行うことができる

ような措置を講じること。 

(b) 専らインターネットを利用すること等により、

対面を伴わない技能実習に関する職業紹

介を行うこと。 

(c) 事業所の面積がおおむね２０㎡以上である

こと。 

２１ Ｐ２００ 第２ 技能実習法に

よる処分等を受けた

こと等による欠格事

由 

① 監理団体の許可を取り消された日から５年を

経過しない者（取り消された者の法人の役員で

あった者を含む。）等（法第２６条第２号、第３

号及び第５号ハ・ニ） 

① 監理団体の許可を取り消された日から５年を

経過しない者（取り消された者の役員であった

者を含む。）等（法第２６条第２号、第３号及び

第５号ハ・ニ） 

２２ Ｐ２０２ 【確認対象の書類】 ・ 登記事項証明書、役員の住民票の写し 

 ＊ 申請者が法人の場合 

 ＊ 未成年者がある場合で、法定代理人がある

ときは当該法定代理人分も含む。 

・ 登記事項証明書、役員の住民票の写し 

 （削除） 

 ＊ 未成年者がある場合で、法定代理人がある

ときは当該法定代理人分も含む。 

２３ Ｐ２０６ 第４節 職業安定

法の特例等 

○ なお、監理団体が行う技能実習職業紹介に

ついては、監理団体が労働条件等の明示、団

体監理型実習実施者等及び団体監理型技能

実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切

に対処するための指針（平成２９年法務大臣・

○ なお、監理団体が行う技能実習職業紹介に

ついては、監理団体が労働条件等の明示、団

体監理型実習実施者等及び団体監理型技能

実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切

に対処するための指針（平成２９年法務省・厚



厚生労働大臣告示第２号）に具体的な留意点

等を定めていますので、併せて御参照くださ

い。 

生労働省告示第２号）に具体的な留意点等を

定めていますので、併せて御参照ください。 

２４ Ｐ２１１ 第６節 許可証 ○（略）申請に際して、正本１通及び副本１通を

提出する必要があります。なお、申請書の添付

書類については、申請書の正本１通に添付す

ることが必要であり、副本１通には添付する必

要はありません。 

○（略）申請に際して、正本１通及び副本２通を

提出する必要があります。なお、申請書の添付

書類については、申請書の正本１通に添付す

ることが必要であり、副本１通には添付する必

要はありません。 

２５ Ｐ２２１ 表 監理団体の変

更届出 

１１ 団体監理型技

能実習の取扱職種

の範囲等 

（特記事項欄） 

・ 変更届出と同時に許可証の書換申請も必要。 ・ 法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める

特定の職種及び作業に係る技能実習を新たに行

わせようとする場合については、変更届出と同時

に許可証の書換申請も必要。 

２６ Ｐ２２３ ２０ 技能実習生に

対する相談体制の

概要 

（添付資料欄） 

【新たな国又は地域から技能実習生の送り出しを

受けるなど、相談対応言語の追加を要する場

合】 

・ 申請者の概要書 

 

（削除） 

 

・ 申請者の概要書 

２７ Ｐ２７９ 第１節 実習実施

者、監理団体等へ

の指導・助言等 

○（略）このため、主務大臣やその業務を担う機

構が、実習実施者や監理団体に対し、必要な

指導及び助言をしていくことが求められていま

す（法第５１条、Ｐ２５３参照）。 

 

○（略）このため、主務大臣やその業務を担う機

構が、実習実施者や監理団体に対し、必要な

指導及び助言をしていくことが求められていま

す（法第５０条、Ｐ２５３参照）。 

２８ 別紙② ５－１ 

（書類の追加） 
― 

５ 直近２事業年度の法人税の確定申告書の写

し 

６ 直近２事業年度の法人税の納税証明書 

以下番号を２つずつ繰り下げ 



２９ 同上 ５－２ 

（番号）１８ 

（必要な書類欄） 

外国の所属機関による証明書及び誓約書（企業

単独型技能実習） 

外国の所属機関による証明書（企業単独型技能

実習） 

３０ 同上 ５－３ 

（番号）２４ 

（技能実習の区分

欄） 

B・Ｃ・Ｅ・Ｆ欄 ○１ B・Ｃ・Ｅ・Ｆ欄 ○２ 

３１ 同上 ５－３ 

（番号）２８，２９ 

（様式番号欄） 

参考契約書例 様式自由 

３２ 同上 ５－３ 

（番号）２９ 

（技能実習の区分

欄） 

Ｅ・Ｆ欄 ○１ Ｅ・Ｆ欄 ○２ 

３３ 別紙③ ３－２ 

（番号）２３ 

（必用な書類欄） 

監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を

証する書類（健康保険・厚生年金保険被保険者

標準報酬決定通知書の写しなど） 

監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を

証する書類（健康保険等の被保険者証など） 

３４ 別紙③ ３－３ 

（番号）３２～３７ 

（番号）３２ 外国の送出機関が送出国の技能実

習制度関係法令に従って技能実習に関する事業

を適法に行う能力を有する書類 

（番号）３３～３７ 

（番号）３３ 外国の送出機関が送出国の技能実

習制度関係法令に従って技能実習に関する事業

を適法に行う能力を有する書類 

（番号）３４～３８ 

３５ 別紙⑤ 第２ 求人 １ 本事業所は、（取扱職種の範囲等）の技能実

習に関するもの限り、いかなる求人の申込みに

ついてもこれを受理します。 

１ 本事業所は、（取扱職種の範囲等）の技能実

習に関するものに限り、いかなる求人の申込み

についてもこれを受理します。 

３６ 同上 第３ 求職 ２ 求職申込みは、団体監理型技能実習生等

（団体監理型技能実習生又は団体監理型技

能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。）

又はその代理人（外国の送出機関から求職の

２ 求職申込みは、団体監理型技能実習生等

（団体監理型技能実習生又は団体監理型技

能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。）

又はその代理人（外国の送出機関から求職の



申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出

機関）から、所定の求人票によりお申込みくださ

い。 

申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出

機関）から、所定の求職票によりお申込みくださ

い。 

３７ 同上 第７ 監理費の徴

収 

４ 監理費（監査指導費）は、入団体監理型技能

実習生が団体監理型実習実施者の事業所に

おいて業務に従事し始めた時以降一定期間ご

とに当該団体監理型実習実施者から、別表の

監理費表に基づき申し受けます。 

４ 監理費（監査指導費）は、団体監理型技能実

習生が団体監理型実習実施者の事業所にお

いて業務に従事し始めた時以降一定期間ごと

に当該団体監理型実習実施者から、別表の監

理費表に基づき申し受けます。 

３８ 別紙⑧ 参考様式 

第１―１号 

（１ 申請者の概要 

注意３の項） 

３ ⑤は、外国にある事業所に所属する常勤の職

員及び技能実習生を除いた実習実施者全体の

職員数を記載すること。 

３ ⑤は、外国にある事業所に所属する常勤の職

員及び技能実習生を除いた実習実施者全体の

職員数（役員を含む。）を記載すること。 

３９ 同上 参考様式 

第１－１２号 
― 

（以下の記載を追記） 

上記の記載内容は、事実と相違ありません。ま

た、技能実習の準備に関し、技能実習に関する

法令に違反することは、決していたしません。 

４０ 同上 参考様式 

第１－１８号 

（２ 食費 注意２の

項） 

③が「食事の調理・提供」の場合：材料費、水道

光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者（技

能実習生のみに限られない。）の人数で除した額 

③が「食事の調理・提供」の場合：材料費、水道

光熱費、人件費等の費用の総額を、提供を受け

る者（技能実習生のみに限られない。）の人数で

除した額 

４１ 同上 参考様式 

第１―２５号 

（注意 １の項） 

１ 申請者が技能実習計画の認定を受けて現に

技能実習を行わせている全ての技能実習生を

記載すること。 

１ 申請者が技能実習計画の認定を受けて現に

技能実習を行わせている全ての技能実習生を

記載すること。（旧制度により受け入れている技

能実習生及び入国予定者を含む。） 

４２ 同上 参考様式 

第２－１号 

（１ 申請者の概要 

注意２の項） 

２ ⑥は、外国にある事業所に所属する常勤の職

員を除いた法人全体の職員数を記載するこ

と。 

２ ⑥は、外国にある事業所に所属する常勤の職

員（役員を含む。）を除いた法人全体の職員数

を記載すること。 



４３ 同上 参考様式 

第２－１４号 

項目１ 

１ 団体監理団体型技能実習の実施状況の監査

その他の業務を行う体制 

１ 団体監理型技能実習の実施状況の監査その

他の業務を行う体制 

４４ 同上 参考様式 

第４－２号 

（注意２の項） 

技能実習生に従事させた業務の欄は、技能実習

計画の実習実施予定表と対応関係が分かるよう

に記載すること。 

技能実習生に従事させた業務の欄の右欄は、技

能実習計画の実習実施予定表（別記様式第１号

第４面から第６面まで）の技能実習の内容欄の番

号を記載すること。 

 


